
第 号議案

神戸文化ホール条例の一部を改正する条例の件 

神戸文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和８年２月17日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸文化ホール条例の一部を改正する条例 

神戸文化ホール条例（昭和48年４月条例第17号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（位置） （位置） 

第２条 神戸文化ホールの位置は、次

のとおりとする。

(1) 本館 神戸市中央区雲井通５丁

目１番１号

(2) ［略］  

第２条  神戸文化ホールの位置は、次

のとおりとする。

(1) 本館  神戸市中央区楠町４丁目

２番２号

(2) ［略］

（施設） （施設） 

第３条 神戸文化ホールの本館に施設

として大ホール、ＢＥ ＫＯＢＥスタ

ジオ、リハーサル室、練習室Ａ、練習

室Ｂ、ギャラリー、ホワイエ及びロ

ビーその他の便益施設を、練習場に 

第３条  神戸文化ホールの本館に施設

として大ホール、中ホール、リハーサ

ル室、多目的室、特別控室及びロビー

その他の便益施設 を、練習場に施設

として練習室１、練習室２、練習室３
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施設として練習室１、練習室２、練習

室３、練習室４、練習室５及びロビー

その他の便益施設を置く。 

３、練習室４、練習室５及びロビーそ

の他の便益施設を置く。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

 

  



改 正 後  

別 表 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 ( 1 )  第 ３ 条 の 施 設 （ ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設 を 除 く 。 ） の 利 用 料 金  

 

施 設

の 名

称  

利 用 料 金 (単 位  円 )  

使 用 時 間

 

 

 

 

 

使 用 区 分  

午 前  

（ 午 前 ９

時 か ら 正

午 ま で ）  

午 後  

（ 午 後 １

時 か ら 午

後 ５ 時 ま

で ）  

夜 間  

（ 午 後 ６

時 か ら 午

後 10時 ま

で ）  

午 前 ・ 午

後  

（ 午 前 ９

時 か ら 午

後 ５ 時 ま

で ）  

午 後 ・ 夜

間  

（ 午 後 １

時 か ら 午

後 10時 ま

で ）  

終 日  

（ 午 前 ９

時 か ら 午

後 10時 ま

で ）  

大 ホ

ー ル  

平 日  7 7 , 0 0 0  1 5 5 , 0 0 0  2 1 5 , 0 0 0  2 2 5 , 0 0 0  3 4 1 , 0 0 0  3 8 4 , 0 0 0  

土 曜 日 、

日 曜 日 及

び 休 日  

1 5 1 , 0 0 0  2 2 5 , 0 0 0  2 7 6 , 0 0 0  3 5 1 , 0 0 0  4 5 1 , 0 0 0  5 0 1 , 0 0 0  

Ｂ Ｅ  

Ｋ Ｏ

Ｂ Ｅ

ス タ

ジ オ  

平 日  1 9 , 0 0 0  3 8 , 0 0 0  5 3 , 0 0 0  5 6 , 0 0 0  8 4 , 0 0 0  9 5 , 0 0 0  

土 曜 日 、

日 曜 日 及

び 休 日  

2 8 , 0 0 0  5 6 , 0 0 0  7 8 , 0 0 0  8 3 , 0 0 0  1 2 4 , 0 0 0  1 4 1 , 0 0 0  

リ ハ

ー サ

ル 室  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

5 , 2 0 0  1 0 , 1 0 0  1 4 , 2 0 0  1 4 , 6 0 0  2 2 , 4 0 0  2 5 , 5 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

1 0 , 3 0 0  2 0 , 3 0 0  2 8 , 3 0 0  2 9 , 1 0 0  4 4 , 6 0 0  5 1 , 0 0 0  

改 正 前  

別 表 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

( 1 )  大 ホ ー ル 、 中 ホ ー ル 、 リ ハ ー サ ル 室 、 多 目 的 室 、 特 別 控 室 及 び 練 習 室 の

利 用 料 金  

施 設

の 名

称  

利 用 料 金 (単 位  円 )  

使 用 時 間

 

 

 

 

 

使 用 区 分  

午 前  

（ 午 前 ９

時 か ら 正

午 ま で ）  

午 後  

（ 午 後 １

時 か ら 午

後 ４ 時 30

分 ま で ）  

夜 間  

（ 午 後 ５

時 30分 か

ら 午 後 1 0

時 ま で ）

午 前 ・ 午

後  

（ 午 前 ９

時 か ら 午

後 ４ 時 30

分 ま で ）  

午 後 ・ 夜

間  

（ 午 後 １

時 か ら 午

後 10時 ま

で ）  

終 日  

（ 午 前 ９

時 か ら 午

後 10時 ま

で ）  

大 ホ

ー ル  

平 日  5 9 , 0 0 0  1 1 9 , 0 0 0  1 6 5 , 0 0 0  1 7 3 , 0 0 0  2 6 2 , 0 0 0  2 9 5 , 0 0 0  

土 曜 日 、

日 曜 日 及

び 休 日  

1 1 6 , 0 0 0  1 7 3 , 0 0 0  2 1 2 , 0 0 0  2 7 0 , 0 0 0  3 4 7 , 0 0 0  3 8 5 , 0 0 0  

中 ホ

ー ル  

平 日  2 9 , 0 0 0  5 9 , 0 0 0  8 5 , 0 0 0  8 6 , 0 0 0  1 3 1 , 0 0 0  1 4 7 , 0 0 0  

土 曜 日 、

日 曜 日 及

び 休 日  

5 8 , 0 0 0  8 7 , 0 0 0  1 0 6 , 0 0 0  1 3 3 , 0 0 0  1 7 3 , 0 0 0  1 9 3 , 0 0 0  

 

リ ハ

ー サ

ル 室  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

4 , 0 0 0  7 , 8 0 0  1 0 , 9 0 0  1 1 , 2 0 0  1 7 , 2 0 0  1 9 , 6 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

7 , 9 0 0  1 5 , 6 0 0  2 1 , 8 0 0  2 2 , 4 0 0  3 4 , 3 0 0  3 9 , 2 0 0  



練 習  練 習 に 使  １ 時 間 に つ き 6 0 0  

室 Ａ  用 す る と

き 。  

 

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 1 , 2 0 0  

練 習

室 Ｂ  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 7 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 1 , 3 0 0  

練 習

室 １  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 1 , 8 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 3 , 5 0 0  

練 習

室 ２  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 5 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 9 0 0  

練 習

室 ３  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 4 0 0  

練 習 以 外  １ 時 間 に つ き 7 0 0  

多 目

的 室  

 5 , 9 0 0  1 2 , 0 0 0  1 2 , 0 0 0  1 3 , 2 0 0  1 6 , 7 0 0  2 1 , 6 0 0  

特 別

控 室  

 1 , 8 0 0  3 , 6 0 0  3 , 6 0 0  4 , 0 0 0  5 , 1 0 0  6 , 6 0 0  

練 習

室 １  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

3 , 0 0 0  5 , 8 0 0  8 , 2 0 0  8 , 4 0 0  1 2 , 9 0 0  1 4 , 8 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

6 , 0 0 0  1 1 , 6 0 0  1 6 , 4 0 0  1 6 , 8 0 0  2 5 , 8 0 0  2 9 , 6 0 0  

練 習

室 ２  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

1 , 1 0 0  1 , 5 0 0  2 , 1 0 0  1 , 9 0 0  3 , 0 0 0  4 , 0 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

2 , 2 0 0  3 , 0 0 0  4 , 2 0 0  3 , 8 0 0  6 , 0 0 0  8 , 0 0 0  

練 習

室 ３  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

9 0 0  1 , 2 0 0  1 , 5 0 0  1 , 4 0 0  2 , 4 0 0  3 , 0 0 0  

練 習 以 外  1 , 8 0 0  2 , 4 0 0  3 , 0 0 0  2 , 8 0 0  4 , 8 0 0  6 , 0 0 0  



 に 使 用 す

る と き 。  

 

練 習

室 ４  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 6 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 1 , 3 0 0  

練 習

室 ５  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

１ 時 間 に つ き 9 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

１ 時 間 に つ き 1 , 7 0 0  

ギ ャ

ラ リ

ー 、

ホ ワ

イ エ  

単 独 使 用

の と き 。  

１ 平 方 メ ー ト ル あ た り １ 時 間 に つ き ８  

備 考  

１  使 用 者 が 大 ホ ー ル を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き の 利 用 料 金 の 額 は 、 こ の 表 に 規 定 す る 額 に そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

( 1 )  入 場 者 か ら 最 高 額 3, 0 0 0円 を 超 え 、 5, 0 0 0円 以 下 の 入 場 料 金 又 は こ

れ に 類 す る 金 員 を 徴 収 す る と き 。  2 0 0パ ー セ ン ト  

( 2 )  入 場 者 か ら 最 高 額 5, 0 0 0円 を 超 え る 入 場 料 金 又 は こ れ に 類 す る 金

員 を 徴 収 す る と き 。  2 8 0パ ー セ ン ト  

 

 に 使 用 す

る と き 。  

      

練 習

室 ４  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

1 , 4 0 0  2 , 2 0 0  2 , 7 0 0  2 , 5 0 0  4 , 1 0 0  5 , 3 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

2 , 8 0 0  4 , 4 0 0  5 , 4 0 0  5 , 0 0 0  8 , 2 0 0  1 0 , 6 0 0  

練 習

室 ５  

練 習 に 使

用 す る と

き 。  

1 , 9 0 0  3 , 0 0 0  3 , 8 0 0  3 , 6 0 0  5 , 6 0 0  7 , 2 0 0  

練 習 以 外

に 使 用 す

る と き 。  

3 , 8 0 0  6 , 0 0 0  7 , 6 0 0  7 , 2 0 0  1 1 , 2 0 0  1 4 , 4 0 0  

 

 

 

 

 

備 考  

１  使 用 者 が 大 ホ ー ル 又 は 中 ホ ー ル を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る と き の 利 用 料 金 の 額 は 、 こ の 表 に 規 定 す る 額 に

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

( 1 )  入 場 者 か ら 最 高 額 1, 0 0 0円 を 超 え 、 2, 0 0 0円 以 下 の 入 場 料 金 又 は こ

れ に 類 す る 金 員 を 徴 収 す る と き 。  1 5 0パ ー セ ン ト  

( 2 )  入 場 者 か ら 最 高 額 2, 0 0 0円 を 超 え 、 5, 0 0 0円 以 下 の 入 場 料 金 又 は こ

れ に 類 す る 金 員 を 徴 収 す る と き 。  2 0 0パ ー セ ン ト  

( 3 )  入 場 者 か ら 最 高 額 5, 0 0 0円 を 超 え る 入 場 料 金 又 は こ れ に 類 す る 金



 

( 3 )～ ( 5 )  ［ 略 ］  

   ２  使 用 者 が Ｂ Ｅ  Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ ス タ ジ オ を 使 用 す る 場 合 に お い て 、次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る と き の 利 用 料 金 の 額 は 、 こ の 表 に 規 定 す る 額 に

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

    ( 1 )  入 場 者 か ら 最 高 額 3, 0 0 0円 を 超 え る 入 場 料 金 又 は こ れ に 類 す る 金

員 を 徴 収 す る と き 。  1 5 0パ ー セ ン ト  

( 2 )  営 業 又 は 宣 伝 を 目 的 と し て 使 用 す る と き 。  1 5 0パ ー セ ン ト  

( 3 )  練 習 の た め 使 用 す る と き 。  6 0パ ー セ ン ト  

( 4 )  準 備 、 撤 去 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 作 業 の た め 使 用 す る と き 。  4 0

パ ー セ ン ト  

３  使 用 者 が ギ ャ ラ リ ー 又 は ホ ワ イ エ を 単 独 使 用 す る 場 合 に お い て 、 営

業 又 は 宣 伝 を 目 的 と し て 使 用 す る と き の 利 用 料 金 の 額 は 、 こ の 表 に 規

定 す る 額 に 28 0パ ー セ ン ト を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

４  許 可 さ れ た 使 用 時 間 以 外 の 時 間 を 使 用 し た 場 合 の 超 過 利 用 料 金 の 額

は 、 30分 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区 分 に 応 じ て そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。こ の 場 合 に お い て 、30分 未 満 の 端 数 は 、30分 と

し て 計 算 す る 。  

( 1 )  大 ホ ー ル  3 6 , 0 0 0円  

( 2 )  Ｂ Ｅ  Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ ス タ ジ オ  9 , 0 0 0円  

( 3 )  リ ハ ー サ ル 室  4 , 0 0 0円  

( 4 )  ギ ャ ラ リ ー 又 は ホ ワ イ エ  １ 平 方 メ ー ト ル に つ き  1 0円  

    

５  ［ 略 ］  

( 2 )  附 属 設 備 の 利 用 料 金  

１ 設 備 １ 回 に つ き 10 0 , 0 0 0円  

員 を 徴 収 す る と き 。  2 5 0パ ー セ ン ト  

( 4 )～ ( 6 )  ［ 略 ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  許 可 さ れ た 使 用 時 間 以 外 の 時 間 を 使 用 し た 場 合 の 超 過 利 用 料 金 の 額

は 、 30分 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区 分 に 応 じ て そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。こ の 場 合 に お い て 、30分 未 満 の 端 数 は 、30分 と

し て 計 算 す る 。  

    ( 1 )  大 ホ ー ル  2 8 , 0 0 0円  

( 2 )  中 ホ ー ル  1 4 , 0 0 0円  

( 3 )  リ ハ ー サ ル 室  2 , 9 0 0円  

( 4 )  多 目 的 室  1 , 6 0 0円  

( 5 )  特 別 控 室  5 0 0円  

   ３  ［ 略 ］  

( 2 )  附 属 設 備 の 利 用 料 金  

１ 設 備 １ 回 に つ き 33 , 0 0 0円  

 



附 則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和10年４月１日から起算して４月を超えない範囲内において 

規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 

定める日から施行する。 

(1) 別表第１号の改正規定（練習室１、練習室２、練習室３、練習室４及び練

習室５の項を改める部分に限る。） 令和９年４月１日 

(2) 次項の規定 公布の日  

（準備行為） 

２  この条例を施行するために必要な指定管理者の指定、許可、利用料金の収受 

及びその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

理     由  

 神戸文化ホールを移転し、移転後の神戸文化ホールにおける利用料金を定める

等に当たり、条例を改正する必要があるため。 

 

 


